
第
四
十
九
号
議
案

仙
台
市
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
第
十
四
項
」
の
下
に
「（
同
項
第
三
号
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）」
を
加
え
、

同
項
第
十
五
号
、
第
十
八
号
及
び
第
二
十
三
号
中
「
の
規
定
」
を
「（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

建
築
物
の
容
積
率
等
の
特
例
許
可
の
申
請
に
係
る
各
種
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
、
現
行
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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